
○ 太田市外 三町広域 清掃組合 廃棄物  

の 処理及び 清掃に関 する条例 施行  

規 則  

 

平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日            

規 則 第 ２ 号            

 

改正  平成１７年  ３月２８日規則第１号  

改正  平成２５年１１月  １日規則第４号  

改正  平成２６年  ４月 １日規則第２号  

改正  平成３１年  ４月 １日規則第３号  

改正  令和  ３年  ３月２９日規則第５号 

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に

関 す る 条 例 （ 平 成 １ ６ 年 条 例 第 ５ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に

つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 組 合 が 処 理 す る 一 般 廃 棄 物 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ４ 条 の 規 定 の 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 （ 以 下 「 組 合 」 と

い う 。 ） で 処 理 す る 一 般 廃 棄 物 は 、 家 庭 生 活 に 伴 っ て 生 じ た 可 燃 ご み 、

不 燃 ご み 、 粗 大 ご み 及 び 資 源 ご み （ 以 下 「 ご み 等 」 と い う 。 ） と す る 。  

（ 処 理 依 頼 の 申 請 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ５ 条 の 一 般 廃 棄 物 及 び 動 物 の 死 体 の 処 理 の 依 頼 の 申 請 は 、

廃 棄 物 処 理 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 １ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 減 免 の 範 囲 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ８ 条 の 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 の 免 除 を 行 う こ と の で き る 事

由 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る こ と と す る 。  

 ⑴  組 合 を 構 成 す る 市 町 に 居 住 す る 者 が 、 自 然 災 害 に 遭 っ た 場 合  

 ⑵  組 合 を 構 成 す る 市 町 の 申 請 に よ る 場 合  

 ⑶  管 理 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た 場 合  

２  一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、 一 般 廃 棄 物 処 理

手 数 料 減 免 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） を 管 理 者 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 組 合 が 処 理 す る 産 業 廃 棄 物 ）  

第 ５ 条  条 例 第 ９ 条 の 規 定 の 組 合 が 処 理 す る 産 業 廃 棄 物 は 、 次 の 各 号 に 定

め る も の と す る 。  

 ⑴  紙 く ず  

 ⑵  木 く ず  

 ⑶  繊 維 く ず  

 ⑷  ガ ラ ス く ず  



 ⑸  陶 磁 器 く ず  

 ⑹  管 理 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た も の  

２  産 業 廃 棄 物 の 処 理 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き に 行 う も の

と す る 。  

 ⑴  事 業 者 が 、 ご み 処 理 施 設 へ 自 ら 搬 入 す る 場 合 （ １ の 事 業 者 １ 日 の 搬

入 量 が １ ， ０ ０ ０ キ ロ グ ラ ム 以 下 で あ る 場 合 に 限 る ） 。  

 ⑵  管 理 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た 場 合  

３  管 理 者 は 、 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に 支 障 が あ る と き は 、 産 業 廃 棄 物 の 搬 入

量 等 に つ い て 制 限 す る こ と が で き る 。  

 （ 準 用 ）  

第 ６ 条  第 ３ 条 の 規 定 は 、 条 例 第 ９ 条 の 産 業 廃 棄 物 の 処 理 に お い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 「 条 例 第 ４ 条 の 一 般 廃 棄 物 の 処 理 」 と あ る の は

「 条 例 第 １ ０ 条 で 読 み 替 え て 準 用 す る 条 例 第 ４ 条 の 産 業 廃 棄 物 の 処 理 」

と す る 。  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ８ 日 規 則 第 １ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 １ 日 規 則 第 ４ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 規 則 第 ２ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 規 則 第 ３ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ９ 日 規 則 第 ５ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



 



 

別記様式第２号（第４条関係）  

 

一般廃棄物処理手数料減免申請書  

 

                           年  月  日  

 

太田市外三町広域清掃組合  

管理者          様  

 

 

                     住  所  

                 申請者 事業所名  

                     代表者名          

                     電話番号  

 

 

 

太田市外三町広域清掃組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第４

条の規定により、次のとおり申請します。  

 

 

住    所  事業所名及び代表者名 廃棄物の種類 廃棄物の搬入量 備 考  

        ㎏   

     

     

     

     

 

 

減 免 申 請 事 由 

 

 

① 組合を構成する市町に居住する者の天災によるもの  

② 組合を構成する市町の申請によるもの  

③ 管理者が必要と認めたもの  

 

※該当するものに○印をつけること。  

 


